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【一般社団法人品質工学会/規程】 規 0003 号 

代議員選挙規程 

主管  総務部会 
制定 2017 年 6月 8日 
改定 2018 年 9月 13日 

第１章 目的と定義 

(目的) 
第1条  本規程は、一般社団法人品質工学会の定款第6条第2項以降に規定された本学会の

代議員(法人法上の社員)について、その選出にあたっての考え方を明確にし、基本的な実施
項目を定めることを目的とする。 

(代議員の定数と任期) 
第2条  定款第 6条の規定による。(定数は 80 160 名、任期は 2年) 

(代議員の選出方法の基本) 
第3条  代議員は、正会員および名誉会員の代表者として、正会員および名誉会員の選挙により

選出する。 
2. 選挙は、地区ごとの会員・活動を代表することに主眼を置き、各都道府県の会員数比率
を元に定めた九つの選挙区を設け、これら選挙区ごとに候補者を定め、選挙区に属する会員
が投票する方式とする。 
(1) 北海道東北  (北海道、青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島) 
(2) 関東  (茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉) 
(3) 東京  (東京、海外含む) 
(4) 神奈川 
(5) 甲信越北陸  (山梨、長野、新潟、富山、石川、福井) 
(6) 東海  (静岡、愛知、岐阜、三重) 
(7) 近畿  (滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山) 
(8) 中国四国  (鳥取、島根、岡山、広島、山口、香川、愛媛、徳島、高知) 
(9) 九州  (福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄) 

3. 各選挙区の代議員定数は、会員数比率に沿うことを基本に、選挙管理委員会が選挙の
つど決定し、告示する。 
4. 候補者の選出は、本人の立候補および各選挙区推薦委員会の推薦によるものする。 
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第２章 選挙運営のための機関 

(選挙管理委員会)  
第4条  理事会は、代議員の選挙に関する業務を公正に行うため、理事会から独立した機関として

選挙管理委員会を設置する。 
2. 委員会の役割は、以下の第 3章に定める選挙運営細則に基づき、代議員選挙を公正に
運営することである。 
3. 委員は、理事会が承認した候補のなかから、会長が委嘱する。 
4. 委員会の定数は 3 名以上 7 名以内とし、正会員または名誉会員であることを要件とする。
但し、理事及び監事は委員となることができない。また、委員は被選挙人となることもできない。 
5. 委員会に委員長を置く。委員長は委員の互選によって選出する。 
6. 委員の任期は、委嘱された日から、当該選挙終了後に開催される定時代議員総会の前
日までとする。ただし、再任を妨げない。 
7. 委員に欠員が生じた場合は、補充の委員を選出し会長が委嘱する。 

(推薦委員会)  
第5条  理事会は、代議員候補者の円滑な選定のため、各選挙区に推薦委員会を設置する。 
2. 推薦委員会は、理事会および選挙管理委員会からの依頼に基づき、選挙区を代表する
に相応しい会員を見出し、代議員候補者として選挙管理委員会に推薦すること、さらに当選
後は代議員を後援することを役割とする。 
3. 推薦委員は、選挙区内で互選された候補に対し、会長が委嘱する。 
4. 委員会の定数は原則 5名とする。なお、推薦委員は本学会の理事・監事または代議員と
の兼務も、当該選挙の被選挙人となることも可とする。 
5. 委員長は委員の互選によって選出する。 
6. 委員の任期は、委嘱された日から、次期選挙の推薦委員の委嘱までとする。但し、再任を
妨げない。 

(地区協議会)  
第6条  選挙区の推薦委員と代議員による会議体を地区協議会と呼称する。 
2. 地区協議会は、選挙管理委員会や理事会からの当該地区に対する連絡や依頼に応じ
て開催し、地区内への展開や調整等を役割とする。 
3. 地区協議会の議長は、メンバーの互選による。特に支障なければ推薦委員長の兼務とす
る。また必要に応じて幹事等を選出する。 

第３章 選挙運営細則 

(選挙管理委員会および推薦委員会の設置)  
第7条  理事会は次期代議員選挙の約 1 年前に、選挙管理委員を選任し、選挙の運営一切を
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委嘱する。また同時期に選挙区ごとに推薦委員を選任し、候補者の推薦を委嘱する。 

(選挙実施計画の策定と実施)  
第8条  選挙管理委員会は、選挙の準備と実施についての計画を作成し、理事会に説明し了承

を得、実質的な選挙運営を開始する。 
2. 選挙計画は下記の内容を含むものとする。 
(1) 選挙に関わる主要な事項と日程 
(2) 会員への告知または公示の内容 
(3) 基準、帳票、および実施要領の改訂の要不要 
(4) その他、選挙実施に必要な事項 

(選挙人および被選挙人の確定)  
第9条  選挙の公示に先立ち、選挙人および被選挙人と選挙区定数算出の基礎データを確定さ

せるため、公示時点での会員データベースより、当該選挙の為の「代議員選挙人および被選
挙人名簿」を作成する。なお、その正確性のため、事前に会員に対し会員情報登録内容の
適正化を促すこと。 
(1) 代議員選挙の選挙人および被選挙人は、上記の「代議員選挙人および被選挙人
名簿」に記載された本会の正会員または名誉会員とする。 

(2) 選挙人および被選挙人の選挙区は、会費請求先の住所により決定する。 

 (選挙区ごと定数の決定)  
第10条  代議員定数の選挙区ごとの分配は、会員数比率に沿うことを基本とする。但し、本学会

の目的を勘案して、会員数の少ない選挙区には若干の傾斜配分し、第 6 条に定められた総
定数の上限値160 と、決定時の会員数を元に、次式による数を基本とする。 

 選挙区代議員定数 = A ＋ (160－B)×C÷D  (小数点以下第一位を四捨五入) 
 但し、A:当該選挙区の都道府県数、B:都道府県数(47) 
      C:当該選挙区の会員数、D:総会員数 

 (選挙の公示と候補者募集)  
第11条  選管委は、理事会の承認を得て、選挙の約 6 ヶ月前に下記内容を含む選挙の公示を

実施し、候補者の募集を開始する。   
(1) 選挙の日程 
(2) 選挙区および選挙区ごとの代議員定数 
(3) 立候補および推薦の募集要項 
(4) その他、必要事項 

(立候補)  
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第12条  代議員選挙に立候補を希望する会員は、選挙管理委員会が指定する立候補届の書
式に、本人の立候補の理由と署名、推薦者 5 名の推薦理由と署名などを記入の上、指定
期日までに選挙管理委員会に提出すること。期日を過ぎた場合は、受理しない。 

(候補者推薦)  
第13条  推薦委員会は、推薦される会員本人の同意を得て、推薦者名簿と各々の推薦理由を

含む推薦状を作成し、指定期日までに選挙管理委員会に提出すること。立候補届と同様に
期日を過ぎた場合は、受理しない。 

(候補者名簿の確定)  
第14条  選挙管理委員会は、立候補届および推薦状の記載内容から候補者としての資格を確

認の上、候補者名簿に記載する。 
(1) 候補者名の記載順は届出日時および推薦状の名簿の順とする。 
(2) 立候補および推薦の締切り後、候補者が定数の 50%に満たない場合、選挙管理
委員会は、当該地区の推薦委員会に対し、期日を定めて候補者の追加推薦を依
頼し、候補者名簿に追加する。 

(候補者名簿の公表と投票実施の公示)  
第15条  選挙管理委員会は、理事会に報告の上、会員に候補者名簿を公表すると共に、投票

の実施または無投票による当選認定を公示する。 
2. 選挙区ごとの候補者数が定数以内の場合、当該選挙区は投票を実施せず候補者全員
を無投票で当選と認定する。 
3. 候補者が定数を超えた選挙区に対しては、投票の実施を公示すると共に、上記の候補者
名簿に基づいて投票用紙を作成し、交付する。 
(1) 投票用紙は選挙区別に作成する。 
(2) 候補者の記載順は名簿順とする。 
(3) 選挙区ごとに、選挙人１名に付き 1枚の投票用紙を交付する。 

(投票)  
第16条  投票は、選挙管理委員会より交付された投票用紙に記載された選挙人の属する選挙

区の候補 1名を指定し、同委員会に送付することにより行う。 
2. 投票は無記名とする。 
3. 複数名を指定したもの、判読し難いもの、また指定期日までに到着しなかったものは無効と
みなす。 
4. なお、インターネットなど、電磁的な投票手段が実用となった場合も、上記に準じたルールで
の運用とする。 

(開票および当選認定)  
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第17条  開票は、選挙管理委員会が、監事または監事の指名した会員の立会いのもとで行う。 
2. 有効性に疑義のある投票については、立会人が判定する。 
3. 選挙区ごと、有効投票獲得数順に定数までを当選者と認定する。但し、有効投票数がゼ
ロの候補者は除く。 
4. すべての選挙区の開票と当落認定完了後、選挙結果報告書と当選証書を作成する。こ
の報告書と証書には、選挙管理委員と立会人の署名捺印を要する。但し、無投票当選の場
合には、立会人の署名捺印は不要とする。 
5. 当選者が定数の 50%に満たない場合、選挙管理委員会は補欠選挙を実施する。補欠
選挙の実施方法は、当該選挙区の推薦委員会から追加推薦者に対する信任投票を基本と
する。 

(代議員の選任と選挙管理委員会の解散)  
第18条 当選証書の発行をもって代議員選任が確定したものとする。 
2. 選挙管理委員会は選任結果を公示するとともに、当選者に当選証書を発送し、理事会
に結果報告することをもって、その任務を完了し解散する。 
3. 但し、補欠選挙を実施する場合は、その完了をもって解散とする。 

 (その他) 
第19条  本規程に定めのない選挙に関わる事項については、原則として選挙管理委員会が判断

する。 

付則 

1. 本規程は、法人化(2016/9/16)後の第一回代議員選挙より適用する。 
2. 本規程の改廃は、理事会の承認のもとに実施する。 

改定記録 
2017 年 6月 8日  理事会の承認により制定。 
2017 年 9月 14 日  東海 4県の選挙区名を「中部」から「東海」に変更。附録の定数計算例を
7/28時点の会員数を元にした数値に差し替え。理事会の承認により改定。 
2018年 9月 13日  第一回選挙での運用結果を踏まえ、第 13条に「候補追加募集」、第 15
条に「無投票当選」の条文を追加すると共に、細かい点について修正を加えた。理事会の承認により
改定。 
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【附録】 

 2018 年度「代議員選挙」運営結果。 
 表 選挙運営概要  

日付 実施項目 結果 
2017 
9 月 

・選挙管理委発足および選挙
準備開始提案

※ 伊藤元会長、齊藤前会長、小木曽氏の選管委で、規程確
認と計画承認の後、準備を開始。 

・準備 (a) 選挙名簿、推薦委員の就任交渉、各種帳票の作成 
12 月 ・選挙名簿確定 ※ 12 末日時点の会費請求先住所を元に、選挙区を確定。 
2018 
 1 月 

・会告「代議員選挙実施」
・各地区推薦委に推薦依頼 

※ 全会員宛メール、学会HP、学会誌No.1 で展開 
※ 9 選挙区の推薦委に依頼 

2 月 ・立候補および推薦受付 
  ・・・2/1 (木) 3/7(水) 

※ 立候補届および推薦状の受理 

3 月 ・候補者名簿確定 ⇒ 公示 ※ 候補認定 立候補 44 名、推薦 70 名 計 114 名 
 ⇒ 全選挙区とも、候補者数は定数内。(下表参照) 

4 月 ・投票・・4/2(月) 20(金) 
・開票および当選者確定 

※ 候補者が定数内であったため、全候補者を無投票で当選と
認定し、通知。 

5 月 ・会告「代議員選挙結果」 
・当選証書交付 

※ 全会員宛メールで上記の選挙結果を会告 
※ 候補者に当選証書と総会開催案内を送付 

6 月 ・総会 (※ 出席者は当選した代議員) 

★代議員候補者数 

選挙区 都道府県 会員数 定数 
候補者数 

計 立候補 推薦 

1: 北海道東北 北海道,青森,岩手,秋田,宮城,山形,福島 113 8   16 10 9 1 

2: 関東    茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉 208 11   22 18 7 11 

3: 東京    東京 (海外を含む) 213 9   18 16 4 12 

4: 神奈川  神奈川 247 10   21 12 3 9 

5: 甲信越北陸 山梨,長野,新潟,富山,石川,福井 149 9   18 18 5 13 

6: 東海    静岡,愛知,岐阜,三重 218 11   21 15 1 14 

7: 関西   滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良,和歌山 146 9   18 10 8 2 

8: 中国四国  鳥取,島根,岡山,広島,山口,香川,愛媛,徳島,高知 68 7   14 8 4 4 

9: 九州    福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島,沖縄 56 6   12 7 3 4 

計 1418 80 160 114 44 70 

<参考> 参考とした「代議員選挙関連規程」      *: 選挙区制度を採用
1. 電子情報通信学会「代議員の選出に関する規程」 
2. 日本建築学会「選挙規則」* 
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3. 日本統計学会「会長選挙規程」 
4. 品質管理学会「代議員・役員候補者選挙規程」 
5. オペレーションリサーチ学会「代議員選挙規程」 
6. 応用物理学会「代議員選挙規程」 
7. 高分子学会「代議員選挙規程」 
8. 日本コンクリート工学会「代議員選挙規則」* 
9. 日本地理学会「代議員選挙規程」* 
10. 学士会「代議員選挙規則」* 
11. 日本看護科学学会「代議員選挙規程」* 
12. 日本航空宇宙学会「代議員選挙に関する内規」 
13. 日本図書館協会「代議員選挙規程」* 
14. 日本放射線技術学会「選挙管理・代議員役員選出規定」 


